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　林野火災が心配される季節になりました。
　町民の皆さんや町外の観光客の方が、余暇などを利用して山林に立ち入る
ことが多くなるシーズンです。山火事防止のため次の点にご協力をお願いし
ます。

�山林内での喫煙や携帯ガスコンロなどの火気の取り扱いに十分注意しま
しょう。
�チェーンソーなどの機械の使用には十分注意しましょう。

▼  林野火災予防強調期間／４月21日～５月31日

�❑�問い合わせ先／弟子屈町林野火災予消防対策協議会☎４８２‐２９３６（事務局：役場農林課林務係）まで。

弟子屈町林野火災予消防対策協議会からのお知らせ

教えて、野焼きの Ｑ ＆ Ａ 

Ｑ�　�家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしても駄目なの？
Ａ�　�はい、罰則の対象になります。家庭のごみはもちろんのこと、事務所などから出
るごみもいけません。ごみは市町村の分別方法に従って廃棄しましょう。

Ｑ��　 どんど焼きや稲わら、もみ殻を燃やすのも駄目ですか？
Ａ　 廃棄物の廃棄は、原則として処理基準に従う必要があります。風俗習慣、宗教上
必要な焼却や、農林水産業を営むために必要な焼却など、一部罰則の適用から
除かれていますが、この場合でも周囲に迷惑のかからないよう十分注意し、必
要最低限にとどめましょう。

※ 基準に従わない場合は、厳しい罰則が適用されます。十分にご注意ください。

�❑�問い合わせ先／役場町民課衛生係☎４８２‐２９３４（課直通）または弟子屈警察署☎４８２‐２１１０まで。

「その油断　緑の森を　火の海に」

野焼きについてご存じですか

　子どもの火遊びが原因の火災が、ここ数年の間に多発しています。中でも、ライターが原因の火災が半数以上に上
り、かつ５歳未満において死傷者発生率が高いことが、消費者庁と消防庁の調査で分かっています。
　北海道でも、４月２日に厚沢部町で子どものライターによる火遊びが原因と思われる火災が発生し、４人もの子ど
もが亡くなっています。こうした痛ましい火災を防ぐため、次の注意事項を守りましょう。

注意!!子どもの火遊びによる火災多発

１　子どもの手の届くところにライターを置かない。
２　子どもにライターを触らせない。
３　子どもがライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさせる。
４　理解できる年齢になったら、子どもに火の怖さを教える。

－�えっ!?野焼きって犯罪??�－

町内取扱事業者の登録 を行います

障害者自立支援法に基づく補装具の販売・修理を行う事業者の方へ

　町では、身体に障がいを有する方の失われた身体機能を補完、または代替する用具である「補装具」の販売・修理を
行う町内取扱事業者の登録を行います。
　登録された事業者については「事業所の名称と所在地」「事業開始年月日」「取り扱う補装具の種類」などの情報につ
いて、広報紙などで周知、提供に努めます。登録を行わなくても、制約や規制が加えられるわけではありません。
　登録申請書などの関係書類は、保健福祉課の窓口にあります。登録を希望される事業者の方は、必要事項を記入の
上、保健福祉課社会福祉係に提出してください。

▼添付書類
事業経歴書（様式は任意）
事業所人員名簿（様式は任意）
補装具師などを擁している場合は資格認定書などの写し
法人市町村民税納税証明書

▼注意事項
 「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉課長通知に係る指針（平成18年９月29日障発0926006号）」「補装具の種目、購
入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号）」「消費税法施行令第14条の
４の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件（平成３年厚生省告示第130
号）」などについて十分ご理解の上、利用される方とのトラブルがないように努めてください。

　　※補装具などの福祉用品は、物によっては消費税が非課税の場合があります。
　　※�厚生労働省が定める補装具価格基準額を超えた部分は、利用者の自己負担となります。
　　　（市町村民税が非課税の世帯に対する基準とは異なります）
 「義肢や装具」の販売・修理については、厚生労働大臣の免許を受けた専門職（補装具師など）を事業所で擁している

ことが必要となります。
　　※義肢とは、切断した手足の形状や機能を補う人工の手足のことで、義手・義足のことをいいます。
　　※�装具とは、四肢・体幹の機能障害の軽減を目的とした補助器具で、上肢装具・体幹装具・下肢装具に分類されます。
　　※�これらはいずれも、型取り・仮合わせ・適合判定などが必要で、道立心身障害者総合相談所の判定を要し、既製品の車いすや

歩行器などとは性格が異なります。

❑問い合わせ先／役場保健福祉課社会福祉係☎４８２‐２９３５（課直通）


